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平成１６年６月８日、国際連合安全保障理事会において決議１５４
６が全会一致で採択された。この決議にあるとおり、イラクにおいて
は、同月３０日をもって占領が終了し、完全な主権が回復されること
になる。
我が国としては、イラクに完全な主権が回復され、本格的な復興に
向けた新たな局面が開かれたことを歓迎する。
これまで、我が国の自衛隊は、日本国憲法の下、イラク人道復興支
援特措法及びその基本計画に基づき、イラクの人々のため、人道復興
支援を中心とする活動を行ってきた。その活動は、現地で高い評価を
得ており、イラクへの主権の回復後も、その活動の継続に強い期待が
寄せられている。

今般、イラク暫定政府が国際社会に対し多国籍軍の駐留を含めた支
援を要請していることを踏まえたこの決議が全会一致で採択されたこ
とを受け、イラクの復興と安定が我が国自身の安全と繁栄にとっても
重要であるとの認識に立ち、イラクへの主権の回復後も、自衛隊が引
き続きこのような活動を継続することとする。

その際、この新たな決議において、これまで我が国の自衛隊が行っ
てきたような人道復興支援活動が多国籍軍の任務に含まれることが明
らかになったこと等を踏まえ、政府として十分な検討を行った上で、
自衛隊は多国籍軍の中で今後とも活動を継続する。

６月３０日以降、自衛隊は、多国籍軍の中で、統合された司令部の
下にあって、同司令部との間で連絡・調整を行う。しかしながら、同
司令部の指揮下に入るわけではない。自衛隊は、引き続き、我が国の
主体的な判断の下に、我が国の指揮に従い、イラク人道復興支援特措
法及びその基本計画に基づき、イラク暫定政府に歓迎される形で人道
復興支援活動等を行うものであり、この点については、今般の安保理
決議の提案国であり、多国籍軍及びその統合された司令部の主要な構
成国である米、英両政府と我が国政府との間で了解に達している。
なお、自衛隊は、これまで同様、憲法の禁じる武力の行使に当たる
活動を行うものではなく、イラク人道復興支援特措法に基づき、いわ
ゆる「非戦闘地域」において活動するものであり、他国の武力の行使
と一体化するものではない。
以上のとおり、自衛隊が多国籍軍の中で活動を行うことは、憲法と
の関係で許されないとしてきたいわゆる多国籍軍への参加に関する従
来の政府見解を変えるものではない。


